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SNS を活用した広報・広聴推進に係る伴走型支援事業公募型プロポーザル実施要領 

 

 

 

１ 趣旨 

  SNS を活用した広報・広聴推進に係る伴走型支援事業を委託方式により実施するにあたり、その受託

者を公募型プロポーザル方式により選定するために必要な事項を定める。 

 

２ 事業の概要 

（１）事業名 

   SNS を活用した広報・広聴推進に係る伴走型支援事業 

（２）契約期間 

   契約締結日から令和９年３月３１日まで 

   令和８年度の単年度契約とするが、契約期間終了後も引き続き事業を継続する必要がある場合は、

事業の遂行状況が良好と認められ、予算について市議会で議決された場合に限り、令和９年度以降の

契約を更新する。 

（３）事業の目的 

別紙「SNS を活用した広報・広聴推進に係る伴走型支援事業仕様書」（以下「仕様書」という。）   

のとおり 

（４）履行場所 

鳥取市内 

（５）事業の内容 

   仕様書のとおり 

（６）契約上限額 

   金 ５，１７０，０００円（消費税及び地方消費税の額を含む。）を上限とする。 

 

３ 参加資格 

本件公募型プロポーザルに参加できる者は、次に掲げる要件の全てを満たす者とする。 

（１）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４に規定する者に該当しない者である

こと。 

（２）本件公募型プロポーザルの公告の日以後に鳥取市入札参加資格者指名停止措置要綱（平成２５年４

月１日制定）に基づく指名停止措置を受けている期間がない者であること。 

（３）法人格を有し、かつ、本事業内容を十分に理解した上で事業を円滑に遂行できる者であること。 

（４）国税及び地方税を滞納していない者であること。 

（５）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）の規定による更生手続開始の申立てがなされている者又

は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）の規定による再生手続開始の申立てがなされている者で

ないこと。 

（６）破産法（平成１６年法律第７５号）に基づく破産手続開始の申立てがなされている者でないこと。 

（７）事業を円滑に遂行するために必要な組織、人員及び経営基盤を有し、かつ、資金等について十分な

管理能力を有している者であること。 

（８）鳥取市暴力団排除条例（平成２４年鳥取市条例第１号）第２条第１号から第３号までに規定する暴

力団、暴力団員若しくは暴力団員等又はこれらの者の利益になる活動を行う者でないこと。 
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（９）複数の法人が共同して本業務に携わることで、より効果的かつ効率的な事業運営が可能となる場合

は、共同企業体やコンソーシアム等（以下「グループ」という。）による参加を認めることとする。た

だし、グループによる参加にあたっては、次に掲げる要件の全てを満たすこと。 

  ア 本件公募型プロポーザルの参加及び受託者となった場合の契約履行におけるグループの名称、構

成員の役割並びに連帯責任の割合等及びグループを統括する代表者を定めた協定書又はこれに準ず

る書類（いずれも任意様式）を併せて提出すること。 

  イ 本件公募型プロポーザルにおいて、グループの構成員が他のグループの構成員となり、又は単独

で参加していないこと。 

  ウ グループの構成員が、（１）から（８）までの要件をすべて満たしていること。 

（10）鳥取市内に本店や支店、営業所等の事業拠点を有していない者（構成員のうち１者以上が事業拠点

を鳥取市内に有しているグループは除く）が本事業へ参加し、受託者となることを希望する場合は、

継続的に本市と関わっていく観点から、本事業の着手後速やかに、鳥取市内にサテライトオフィス（シ

ェアオフィス等も可）を設立すること。 

（11）本件公募型プロポーザルの公告の日までの間に、他の官公庁又は法人等に対して、SNSの運用に関

する戦略や方針策定のコンサルティング（媒体選定含む）及び研修開催をした実績があること。グル

ープで参加する場合は、構成員のうち少なくとも１者以上が当該実績を有すること。 

 

４ 参加方法 

  本件公募型プロポーザルへの参加を希望する者は、７及び８に掲げる提出書類を９（４）選定スケジ

ュールに定めるそれぞれの提出期限までに15の担当課へ提出すること。 

 

５ 交付資料等 

（１）交付資料 

 ア SNSを活用した広報・広聴推進に係る伴走型支援事業公募型プロポーザル実施要領（本書） 

 イ 仕様書 

 ウ 各種様式（様式第１号から様式第７号） 

（２）交付期間及び方法 

ア 交付期間及び時間 

     令和８年７月３日（金）午前１０時００分から令和８年７月２２日（水）午後５時まで 

イ 交付場所 

鳥取市公式ウェブサイト（https://www.city.tottori.lg.jp/）に掲載する。 

 

６ 質問及び回答 

（１）質問の提出方法 

  本件公募型プロポーザルの実施内容に対する質問がある場合は、質問書（様式第７号）に質問事項

を記入し、電子メールにより15の担当課へ提出すること。 

   なお、件名は「SNSを活用した広報・広聴推進に係る伴走型支援事業公募型プロポーザルに関する質

問（団体名）（質問日）」とし、Microsoft Word形式の質問書を電子メールに添付した上で、15のメー

ルアドレスへ送信すること。（電話又は口頭による質問は受け付けない。） 

 また、質問書送信後は、必ず電話により15の担当課へその旨を連絡すること。 

（２）質問書の提出期限 

  令和８年７月１４日（火）午後１時必着 
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（３）回答 

   質問に対する回答は、期限までに受け付けた全ての質問について、令和８年７月１６日（木）まで

に鳥取市公式ウェブサイトへ掲載する。なお、質問が皆無であった場合は、その旨を掲載する。 

 

７ 参加表明書等の提出 

本件公募型プロポーザルに参加を希望する者（以下「参加希望者」という。）は、参加表明書等を次

により提出することとし、その提出をもって本実施要領の記載内容を承諾したものとみなす。 

（１）提出期限 

令和８年７月２２日（水）午後５時まで（必着） 

（２）提出方法  

15の担当課に持参又は郵送によること。 

  なお、郵送による場合は、書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律（平成１４年法

律第９９号）第２条第６項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第９項に規定する特定信書便事

業者による同条第２項に規定する信書便の役務のうち書留郵便に準ずるもの（以下「書留郵便等」と

いう。）によること。 

（３）提出書類 

 ア 参加表明書（様式第１号） 

 イ 公募型プロポーザル参加資格確認書（様式第２号） 

 ウ ３（９）アに定める協定書又はこれに準ずる書類（本件公募型プロポーザルにグループで参加す

る場合に限る。任意様式。） 

（４）提出部数 

   １部 

（５）参加表明書等を持参する場合は、事前に15の担当課に電話でその旨を伝えた上で、あらかじめ調整

した日時に持参すること。この場合において、担当課への電話は、鳥取市の休日を定める条例（平成

元年鳥取市条例第２号）に規定する休日（以下「休日」という。）を除く日の午前８時３０分から午後

５時までの間にするものとする。 

（６）参加表明書等の提出後、企画提案書等の提出期限までに本件公募型プロポーザルへの参加を辞退す

る場合は、令和８年７月２９日（水）までに「辞退届」（様式は自由）を提出することにより辞退を認

める。提出方法は（２）と同様とする。 

 

８ 企画提案書等の提出 

参加希望者は、本要領に基づき作成した企画提案書等を次により提出するものとする。 

（１）提出期限 

 令和８年７月２９日（水）午後５時まで（必着） 

（２）提出方法 

  15の担当課に持参又は郵送（書留郵便等に限る）すること。 

（３）提出書類（証明書類は、提出日前３ヶ月以内に発行されたものに限る。） 

ア 企画提案書提出書 様式第３号 

イ 企画提案書 様式第４号 

ウ 法人概要及び事業実績 様式第５号 

エ 見積書 様式第６号 

オ 商業登記簿謄本（写し可） 

カ 国税、県税、市税の納税証明（未納がないことを確認できるもの。写し可） 
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キ 印鑑証明書（原本のみ） 

ク 法人の概要がわかるパンフレット（法人の概要をまとめたものでも可） 

ケ 委任状（任意様式） ※ 支店・営業所等を代理人とする場合に限る。 

（４）提出部数 

  ・ 提出書類イ       ８部（１部のみ正本とし、副本７部は複写で可とする。） 

・ 上記イ以外の提出書類  １部 

（５）企画提案書等を持参する場合は、事前に15の担当課に電話でその旨を伝えた上で、あらかじめ調整

した日時に持参すること。この場合において、担当課への電話は、休日を除く日の午前８時３０分か

ら午後５時までの間にするものとする。 

（６）提出期限後における企画提案書等の差し替え及び再提出は一切認めない。 

（７）企画提案書等の提出後に本件公募型プロポーザルへの参加を辞退する場合は、令和８年８月３日（月）

までに「辞退届」（様式は自由）を提出することにより辞退を認める。提出方法は（２）と同様とす

る。 

（８）企画提案書等の作成要領 

ア 提案内容を具体的に分かりやすい内容で記載し、各項目のタイトルは、タイトル名の後に括弧書

きで別紙「SNSを活用した広報・広聴推進に係る伴走型支援事業 実施事業者選定審査要領」（以下

「審査要領」という。）における評価項目の該当番号（No.３からNo.13）を明記すること。 

イ 評価項目の詳細や事業内容について記載するもの以外で、事業提案者が事業を実施する際のアピ

ールポイントや独自性等は、別に記載すること。 

ウ 表紙・目次・本編で構成し、可能な限り分かりやすく平易な表現を用いること。なお、白黒・カ

ラーいずれでも可とする。 

エ 本編はＡ４版、横書き、２０ページ以内、両面印刷とする。ただし、図表等で必要な場合のみＡ

３版を折り込んで作成しても差し支えない。 

オ 文字は、１０ポイント以上を使用すること。 

カ 提案趣旨やアピールポイントなどを簡潔に分かりやすく記述し、意思表示は明確にすること。 

キ 表紙は様式第４号とすること。 

ク 副本については、審査の公平性を保つ観点から、事業者を特定することができる内容の記述（具 

体的な社名やロゴマーク等）を記載しないよう留意すること。 

（９）見積書の作成要領 

ア サイズはＡ４サイズとする。 

イ 表紙は様式第６号とし、代表者印を押印すること。 

ウ 費用総額を示すとともに、積算項目別に費用の内訳を示すこと。 

エ 費用は全て、税込及び税別の額をそれぞれ記載すること。 

オ 企画提案書等の内容を適切に反映すること。 

 

９ 選定方法等 

（１）選定方法 

  SNS を活用した広報・広聴推進に係る伴走型支援事業に係る公募型プロポーザルの選定委員会（以

下「選定委員会」という。）を設置し、本事業の実施に最も適していると認められる事業者を受託候補

事業者として選定する。 

（２）プレゼンテーション審査の実施 

  提案内容について、担当課が指定した日時にプレゼンテーション審査（以下「審査」という。）を実

施する。詳細は 10 のとおりとする。 
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（３）審査結果 

  審査結果は、書面により通知する。 

（４）選定スケジュール 

項 目 日 時 

① 募集開始 令和８年７月 ３日（金） 

② 質問書提出期限 令和８年７月１４日（火）午後１時まで（必着） 

③ 質問書回答期限 令和８年７月１６日（木） 

④ 参加表明書等提出期限 令和８年７月２２日（水）午後５時まで（必着） 

⑤ 企画提案書等提出期限 令和８年７月２９日（水）午後５時まで（必着） 

⑥ 審査及び結果通知 令和８年８月初旬（予定） 

⑦ 契約の締結 令和８年８月中旬～下旬（予定） 

（５）評価項目 

   別紙審査要領のとおりとする。 

 

10 審査 

（１）選定委員会において審査を実施した結果、評価項目における各審査委員の採点結果の合計点が満点

の６割を満たす場合に、その事業提案者を受託候補事業者とする。複数の応募があった場合は、合計

点に応じて順位付けを行った上で、合計点が最も高い事業提案者を受託候補事業者として選定する。 

ただし、各審査委員の採点結果の合計点が満点の６割を満たす場合であっても、過半数の審査委 

員が満点の６割に満たない採点をした場合は選外とする。なお、採点の結果、これらの基準を満たす 

事業提案者がいなかった場合は、受託候補事業者なしとする。 

（２）採点の結果同点となった場合は、評価項目の№３～10の合計点が高い方の者を、№３～10の合計点

が同点である場合は、№１～２の合計点が高い方の者を受託候補事業者に決定することとし、それで

もなお同点数で並ぶ場合は、審査委員の多数決により決定する。 

（３）審査は、令和８年８月初旬に実施する。実施日時、場所及び開始時間の詳細は、令和８年７月２４日

（金）午後５時までに電話又は電子メールにより参加希望者へ通知する。 

（４）審査への参加人数は４名以内とし、説明者は契約締結した場合に主な事業担当者となる者とする。 

（５）審査にパソコン等の機器を使用する際は、参加者が準備することとする。スクリーン、プロジェク

ターについては鳥取市（以下「市」という。）が準備する。 

（６）審査時間は、プレゼンテーション２５分以内、質疑応答１５分以内とする。なお、審査のための機器

のセッティング時間は、この時間には含めない。 

（７）審査の経緯・内容に関する問合せには、一切回答しない。 

（８）審査は非公開とする。 

（９）審査に係る経費は事業提案者の負担とする。 

 

11 審査結果の公表 

審査の結果については、鳥取市公式ウェブサイトに次の事項を公表する。 

（１）受託候補事業者の名称、所在地及び総得点 

（２）受託候補事業者以外の事業提案者の総得点 

 

12 契約の締結等 

本事業の契約については、鳥取市契約規則（昭和３９年鳥取市規則第３号）に基づき、企画提案書と

ともに提出した見積書に記載した見積額の範囲内で受託候補事業者と次のとおり締結する。 
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（１）契約締結前に、市と受託候補事業者の間で企画提案書等の内容をもとに、具体的な協議を行うもの

とする。なお、協議を通じて企画提案書等の内容を一部修正する場合がある。 

（２）受託候補事業者が事業の全部を一括して第三者に再委託することは、認めない。事業の一部を委託

する場合については、あらかじめ市の承認を得ることとする。 

（３）受託候補事業者が契約を辞退したとき又は特別な理由により受託候補事業者と契約が締結できない 

場合は、10の審査により順位付けした事業提案者の順に、順次繰り上げて契約交渉を行うものとする。 

 

13 欠格要件 

下記のいずれかに該当する場合は、該当事業提案者を失格とする。 

（１）本実施要領３の参加資格を満たさなくなった場合 

（２）選定委員会委員に直接、間接を問わず本件公募型プロポーザルに関する不正な接触又は要求をした

場合 

（３）審査の公平性に影響を与える行為があったと認められる場合 

（４）虚偽の記載がなされた場合 

（５）本実施要領２（６）の「契約上限額」を超える見積金額を提案した場合 

（６）鳥取市入札参加資格者指名停止措置要綱の指名停止規定に準ずる行為が認められた場合 

 

14 その他の留意事項 

（１）本件公募型プロポーザルに伴う企画提案書等の作成及び提出等に係る費用の一切は、参加希望者及

び事業提案者の負担とする。 

（２）提出された企画提案書等は、いかなる場合においても返却しない。 

（３）提出された企画提案書等は、他の用途には使用しない。 

（４）企画提案書等に含まれる特許権、実用新案権、意匠権、商標権の日本国及び日本国以外の法令に基

づき保護される第三者の権利の対象となっているものを使用した結果生じた一切の責任は、参加希望

者及び事業提案者が負うものとする。 

（５）本実施要領に定めのない事項又は疑義が生じた場合は、協議により定める。 

（６）企画提案書等の無効 

   ３に掲げる参加資格のない者が提出した企画提案書等及び虚偽の記載がなされた企画提案書等は、

これを無効とする。 

（７）費用負担 

   本件公募型プロポーザルへの参加に要する一切の費用は、事業提案者の負担とする。 

（８）著作権の取扱い 

  ア 選定された者の企画提案書等に係る著作権の帰属については、契約時に取り交わす契約書により

定めるものとする。ただし、契約締結前にあっては事業提案者に帰属するものとする。 

  イ 選定されなかった事業提案者の企画提案書等に係る著作権は、事業提案者に帰属するものとする。 

  ウ 市は事業提案者に対して、企画提案書等に係る著作権の使用に係る一切の対価を支払わないもの

とする。 

（９）暴力団の排除 

   事業者が次に掲げる事項のいずれかに該当するときは、契約を解除できる旨契約書に記載するもの

とする。なお、事業者が次に掲げる事項のいずれかに該当することを理由に市が契約を解除するとき

は、事業者は違約金として契約金額の１０分の１に相当する金額を市に支払わなければならない。 

   また、事業者が次に掲げる事項のいずれかに該当するかどうかを警察に照会する場合がある。 
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  ア 鳥取市暴力団排除条例（平成２４年鳥取市条例第１号）第２条第１号に規定する暴力団（以下「暴

力団」という。）又は同条第２号及び第３号に規定する暴力団員若しくは暴力団員等（以下「暴力団

員等」という。）であると認められるとき。 

  イ 次に掲げる行為の相手方が暴力団又は暴力団員等であることを知りながら、当該行為を行ったと

認められるとき。 

  （ア）暴力団員等を役員等（役員及び経営に事実上参加している者をいい、非常勤を含むものとする。

以下同じ。）とすること、その他暴力団又は暴力団員等を経営に関与させること。 

  （イ）暴力団員等を雇用すること。 

（ウ）暴力団又は暴力団員等を代理、あっせん、仲介、交渉等のために使用すること。 

（エ）いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員等に対して、金銭、物品その他財

産上の利益を与えること。 

（オ）暴力団又は暴力団員等を問題の解決等のために利用すること。 

（カ）役員等が暴力団又は暴力団員等と密接な交際をすること。 

（キ）暴力団若しくは暴力団員等であること又は（ア）から（カ）までに掲げる行為を行うものである

と知りながら、その者に物品の製造、仕入れ、納入その他事業を下請等させること。 

 

15 担当課 

〒６８０－８５７１ 鳥取市幸町７１番地 

鳥取市企画推進部 秘書課広報メディア室（鳥取市役所本庁舎３階３３番窓口） 

電話：（０８５７）３０－８００８  ファクシミリ：（０８５７）２０－３０４０ 

電子メール：kouhou@city.tottori.lg.jp
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SNS を活用した広報・広聴推進に係る伴走型支援事業 実施事業者選定審査要領 

 

 

件  名：SNS を活用した広報・広聴推進に係る伴走型支援事業 

評価基準：以下の基準により採点し、各審査委員の採点結果の合計点が満点の６割を満たす事業提案者を

受託候補事業者とする。複数の応募があった場合は、合計点に応じて順位付けを行った上で、

合計点が最も高い事業提案者を受託候補事業者として選定する。 

     ただし、各審査委員の採点結果の合計点が満点の６割を満たす場合であっても、過半数の審査

委員が満点の６割に満たない採点をした場合は選外とする。 

審査項目 № 評価指標 配点 

事業の 

理解度 

１ 
本市における現状や課題及び本事業の目的を十分に理解した上で、仕様書の記

載内容を十分に網羅した提案がなされているか。 
40 

2 
一過性の広告プロモーション提案ではなく、全庁的に持続できる自走体制（イ

ンハウス化）の確立という最終的な目的を見据えた提案になっているか。 
40 

提案内容 

3 
方針の策定にあたって、事業者の伴走支援に対する考え方や、策定までのスケ

ジュール及び手順等が提案の中で具体的に示されているか。 
40 

４ 
将来的なインハウス化を目指すために、方針にどのような要素や指標等を盛り

込むのかについて、ロジカルな提案がされているか。 
30 

５ 
研修について、職員が興味を持って主体的に参加できるようなコンテンツや構

成、工夫等が示されているか。 
30 

6 
研修を受講した職員に知識やノウハウが定着するような仕組みや工夫が、具体

的に検討されているか。 
20 

7 
SNS の運用における TF への指導やフィードバックを行うにあたって、フェー

ズ毎の支援内容や頻度等が、具体的かつロジカルに示されているか。 
40 

8 
将来的な SNS 運用のインハウス化に向けて、ノウハウ等が職員及び組織に蓄

積・定着するような実践的な指導メソッドが確立されているか。 
40 

9 
本市の SNS アカウントの開設状況等を踏まえ、効果的かつ効率的な広報・広聴

のためのプラットフォーム統廃合に関する方向性が示されているか。 
30 

10 
その他、鳥取市の地域特性や行政組織の特性等を踏まえた、実現可能かつ効果

的な工夫（独自のノウハウやアプローチ）が盛り込まれているか。 
20 

実施体制 

11 
事業実施にあたって、運営管理を司る部門が常設されており、十分な専門知見

や実務経験を有するメンバー（責任者、担当者）が配置されているか。 
20 

12 
TF と連携を密にするための手法や体制（定例ミーティングの頻度、連絡ツー

ル等）が適切に設計されているか。 
20 

導入実績 13 
過去の導入実績等に鑑み、知識や経験、ノウハウ等を本業務に活かすことがで

きると考えられるか。 
20 

見積金額 14 （参加者最低提示価格／自社の提示価格）×配点 10 

合 計 400 

 


